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健康保険証の提出の際のマスキング処理（黒塗り）について 

 

呉市が発注する建設工事等において，資格要件等の確認書類として，健康保険証

の写しの提出を求めていますが，健康保険法等の一部を改正する法律により，個人

情報保護の観点から，令和２年１０月１日より保険者番号及び被保険者等記号・番

号の提供を求めることが禁止されました。 

つきましては，健康保険証の写しを提出する際には，保険者番号及び被保険者等

記号・番号にマスキング処理（黒塗り）をして提出してください。 

 

 

 

 

「マスキング処理（黒塗り）の見本」 

 

 
健 康 保 険       本人（被保険者） 

被保険者証                令和○年○月○日交付 

 

         記号       番号 

 

氏名        ○○ ○○ 

生年月日      昭和○○年○月○日 

性別        ○ 

資格取得年月日   平成○○年○月○日 

 

事業所名称   株式会社 ○○○○ 

 

保険者番号 

保険者名称    ○○○○ 

保険者所在地   ○○市○○○ 

（ＱＲコードも処理してください。）  


